
大阪市行政オンラインシステム
による申請手続き

指定小児慢性特定疾病医療機関の更新



大阪市行政オンラインシステム手続きページへのアクセス①

申請手順（１／６）

クリック

大阪市ホームページ「指定小児慢性特定疾

病医療機関の更新手続きについて」のオン

ライン申請の項目にある「大阪市行政オン

ラインシステム」の青文字部分をクリック

していただくことで、手続きページに直接

遷移します。



大阪市行政オンラインシステム手続きページへのアクセス②

申請手順（２／６）

検索サイトから「大阪市行政オンラインシステム」にアクセスし、手続きページを確認することもできます。
大阪府行政オンラインシステムなど、他自治体のシステムにアクセスするケースがありますのでご注意ください。

クリック



大阪市行政オンラインシステム手続きページへのアクセス②

申請手順（３／６）

【小慢】小児慢性特定疾病指
定医療機関 更新申請

小慢 医療機関 更新

「小慢 医療機関 更新」等でキーワード検索
または

カテゴリ「福祉・健康・保険・医療」→「医療・医薬品」の中から選択



ログイン

申請手順（４／６）

クリック

手続きページ右肩の「ログイン」をクリックし、利用者
ID及びパスワードを入力してログインしてください。
※利用者登録がお済みでない場合は、「利用者の新規登

録はこちら」から登録を行ってください。



申請内容確認

申請手順（５／６）

手続きの内容詳細ページに戻りますので、概要等掲載内
容を確認のうえ、下にスクロールしてください。

次へ進むをクリック



申請内容入力

申請手順（６／６）

手続きページが開きますので、
画面表示に従い必要事項の入力
をすすめ、申請を完了してくだ

さい。
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